
※公民館使用料については使用者が本市住民以外の者の場合、本表に規定する額の倍額とします

※部屋使用時間区分（各１時間３０分）

　 ①９：００～１０：３０　②１０：３０～１２：００　③１２：００～１４：００　④１４：００～１５：３０

　 ⑤１５：３０～１７：００　⑥１７：３０～１９：００　⑦１９：００～２０：３０　⑧２０：３０～２２：００

ガ ス 器 具

素焼等 本焼

講堂 １０５ １，２５０

４０１集会室 ２５ ６００

４０２集会室 ３０ ６００

４０３集会室 ３０ ６００

601・602集会室 ５０ ９５０

６０３集会室 １６ ２００

和室 ２４.５畳 ５００

実習室 ４２ ９５０

工芸室 ２４.５畳 ４００

茶室 ４.５畳 ２５０

講堂 ３００ ２，２５０

第１集会室 ３０ ４５０

第２集会室 ３０ ４５０

第３集会室 ３０ ４５０

第４集会室 ６０ ７００

第５集会室 ４０ ５５０

和室 ２４畳 ６００

実習室 ２４ ４５０

講堂 １２０ １，０５０

第１集会室 ３０ ４００

第２集会室 ４０ ５５０

第３集会室 ６０ ８５０

第４集会室 ２５ ３００

和室 １４畳 ３５０

実習室 ３０ ７００

講堂 １２０ １，１５０

第１集会室 ４０ ５００

第２集会室 ４０ ６００

第３集会室 １６ ２００

和室 １５畳 ４００

実習室 ３０ ６００

講堂 １２０ １，３５０

第１集会室 １２０ ２００

第２集会室 ４５ ４５０

第３集会室 ３０ ４００

第４集会室 ４８ ５５０

和室 ２１畳 ７００

実習室 ２４ ５５０

　　　　　　西宮市立公民館　使用料一覧表　　　　　　　　　（2025年10月1日利用分以降）

定員
（人）

附属設備使用料（円）

陶 芸 窯

調理実習
１回あたり

の金額

陶芸窯使用１回
あたりの金額公民館使用料

（１区分・円）

令和7年10月1日
利用分から

公 民 館 名 室　名

中央公民館

鳴尾公民館

鳴尾東公民館

南甲子園公民館

今津公民館

５００

５００

５００ ４００ ７５０

４００

４００



※公民館使用料については使用者が本市住民以外の者の場合、本表に規定する額の倍額とします

※部屋使用時間区分（各１時間３０分）

　 ①９：００～１０：３０　②１０：３０～１２：００　③１２：００～１４：００　④１４：００～１５：３０

　 ⑤１５：３０～１７：００　⑥１７：３０～１９：００　⑦１９：００～２０：３０　⑧２０：３０～２２：００

ガ ス 器 具

素焼等 本焼

　　　　　　西宮市立公民館　使用料一覧表　　　　　　　　　（2025年10月1日利用分以降）

定員
（人）

附属設備使用料（円）

陶 芸 窯

調理実習
１回あたり

の金額

陶芸窯使用１回
あたりの金額公民館使用料

（１区分・円）

令和7年10月1日
利用分から

公 民 館 名 室　名

第１集会室 ２４ ５００

第２集会室 ６５ ６５０

第３集会室 ６５ ６５０

和室 ２１畳 ５５０

実習室 ３６ ７５０

工芸室 ２４ ５００

講堂 ６０ ８５０

第１集会室 ２０ ２５０

第２集会室 ３０ ４５０

第３集会室 ２０ ２５０

和室 １８畳 ３５０

実習室 ２４ ４５０

講堂 １３０ １，５００

第１集会室 ２０ ２５０

第２集会室 ２５ ４００

第３集会室 ３０ ５００

和室 ２１畳 ５００

実習室 ３０ ６５０

工芸室 ４０ ６５０

講堂 １３０ １，５５０

第１集会室 １５ ２５０

第２集会室 ２４ ３５０

第３集会室 ３０ ４００

和室 ２４畳 ６００

実習室 ３６ ６００

工芸室 ４０ ６５０

講堂 ２３０ ２，８００

第１集会室 ４０ ５５０

第２集会室 ３０ ４５０

第３・４集会室 ４０ ６５０

和室 ３２畳 ７００

実習室 ３０ ６５０

講堂 １３０ １，５５０

第１集会室 ４０ ５５０

第２集会室 ３０ ４００

第３集会室 ２５ ３００

和室 １９畳 ５００

実習室 ３０ ５５０

工芸室 ３６ 650

甲東公民館

塩瀬公民館

春風公民館

大社公民館

山口公民館

上甲子園公民館 ５００ ４００ ７５０

５００ ５００ ９５０

５００ ３００ ５５０

５００ ４００ ７５０

５００ ４００ ７５０

５００



※公民館使用料については使用者が本市住民以外の者の場合、本表に規定する額の倍額とします

※部屋使用時間区分（各１時間３０分）

　 ①９：００～１０：３０　②１０：３０～１２：００　③１２：００～１４：００　④１４：００～１５：３０

　 ⑤１５：３０～１７：００　⑥１７：３０～１９：００　⑦１９：００～２０：３０　⑧２０：３０～２２：００

ガ ス 器 具

素焼等 本焼

　　　　　　西宮市立公民館　使用料一覧表　　　　　　　　　（2025年10月1日利用分以降）

定員
（人）

附属設備使用料（円）

陶 芸 窯

調理実習
１回あたり

の金額

陶芸窯使用１回
あたりの金額公民館使用料

（１区分・円）

令和7年10月1日
利用分から

公 民 館 名 室　名

講堂 ２４０ ２，８００

第１集会室 ３０ ４５０

第２集会室 ４０ ５００

第３集会室 １５ ２００

和室 ２７畳 ６５０

実習室 ２４ ４５０

講堂 ２００ １，８００

第１集会室 ３６ ５００

第２集会室 ２７ ３５０

第３集会室 ２１ ２５０

第１和室 ３０.５畳 ６５０

第２和室 １５畳 ３００

実習室 ３０ ６５０

講堂 １１０ １，１５０

第１集会室 ２０ ２００

第２集会室 ３０ ３５０

和室 ２７畳 ５００

実習室 ３０ ５５０

講堂 １００ ９００

第１集会室 ６０ ６５０

第２集会室 ３０ ３００

第３集会室 ３０ ３５０

第４集会室 ２０ ２５０

和室 ２１畳 ４５０

実習室 ２４ ４００

講堂 ２００ 2,550

和室 ２８畳 1,100

第１集会室 ３０ ５００

第２・３集会室 ９０ １，０５０

第４集会室 ２４ ３００

第５集会室 ２４ ４５０

第６集会室 ３０ ５５０

実習室 ３０ ７００

会議室 ２４ ５００

講堂 １００ １，０５０

第１集会室 ２０ ２００

第２集会室 ３０ ３５０

第３集会室 ２０ ２００

第４集会室 ７０ １，０００

和室 １６畳 ４００

実習室 ２４ ５００

夙川公民館

浜脇公民館

用海公民館

学文公民館

若竹公民館・
若竹生活文化会館

瓦木公民館

４００ ４００ ７５０

４００ ４００ ７５０

５００

５００ ４００ ７５０

５００

４００



※公民館使用料については使用者が本市住民以外の者の場合、本表に規定する額の倍額とします

※部屋使用時間区分（各１時間３０分）

　 ①９：００～１０：３０　②１０：３０～１２：００　③１２：００～１４：００　④１４：００～１５：３０

　 ⑤１５：３０～１７：００　⑥１７：３０～１９：００　⑦１９：００～２０：３０　⑧２０：３０～２２：００

ガ ス 器 具

素焼等 本焼

　　　　　　西宮市立公民館　使用料一覧表　　　　　　　　　（2025年10月1日利用分以降）

定員
（人）

附属設備使用料（円）

陶 芸 窯

調理実習
１回あたり

の金額

陶芸窯使用１回
あたりの金額公民館使用料

（１区分・円）

令和7年10月1日
利用分から

公 民 館 名 室　名

講堂 １３０ １，３００

第１集会室 ５０ ６００

第２集会室 ３０ ４００

第３集会室 ３０ ４５０

和室 １５畳 ３５０

実習室 ２４ ４５０

講堂 １５０ １，４００

第１集会室 ４５ ４５０

第２集会室 ４０ ４００

第３集会室 ４０ ４００

和室 １８畳 ５００

実習室 ２４ ５００

講堂 １００ １，０００

集会室 ４０ ４００

和室 １５畳 ４００

実習室 ２４ ４００

講堂 １２０ １，４００

第１集会室 ２０ ４００

第２集会室 ３０ ５００

和室 ３５畳 ７００

実習室 ３０ ６００

講堂 １２０ １，３５０

第１集会室 ３０ ３５０

第２集会室 ４５ ５５０

第３集会室 ３６ ４００

和室 ２１畳 ５００

実習室 ３０ ６００

講堂 １３０ １，５５０

第１集会室 ２０ ２５０

第２集会室 ３０ ４００

第３集会室 ４０ ５００

和室 ２１畳 ４５０

実習室 ３０ ５５０

工芸室 ３０ ５００

高木公民館

上ケ原公民館

西宮浜公民館

神原公民館

段上公民館

高須公民館 ４００

４００

５００

５００ ４００ ７５０

５００

５００


